
消
費
者
契
約
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱 

第
一 
消
費
者
契
約
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
六
十
一
号
）
の
一
部
改
正 

一 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
消
費
者
契
約
法
第
十
三
条
第
一
項
の
認
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
同
条
第
三
項
第
二
号
に
規

定
す
る
事
由
の
有
無
に
つ
い
て
、
公
正
取
引
委
員
会
の
意
見
を
聴
く
も
の
と
す
る
こ
と
。 

（
第
十
五
条
第
二
項
関
係
） 

 

二 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
消
費
者
契
約
法
第
二
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
受
け
た
と
き
は
、
す
べ
て
の
適
格
消 

 
 

費
者
団
体
並
び
に
内
閣
総
理
大
臣
及
び
公
正
取
引
委
員
会
が
電
磁
的
方
法
を
利
用
し
て
同
一
の
情
報
を
閲
覧
す
る
こ
と
が

で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
そ
の
他
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
他
の
適
格
消
費
者
団
体
及
び
公
正
取
引
委
員
会

に
当
該
報
告
の
日
時
及
び
概
要
そ
の
他
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
を
伝
達
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

（
第
二
十
三
条
第
五
項
関
係
） 

三 

公
正
取
引
委
員
会
は
、
適
格
消
費
者
団
体
に
つ
い
て
消
費
者
契
約
法
第
十
三
条
第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合

し
な
い
事
由
又
は
同
法
第
三
十
四
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
由
が
あ
る
と
疑
う
に
足
り
る
相
当
な
理
由
が
あ
る
た

め
、
内
閣
総
理
大
臣
が
当
該
適
格
消
費
者
団
体
に
対
し
て
適
当
な
措
置
を
と
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、

内
閣
総
理
大
臣
に
対
し
、
そ
の
旨
の
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

（
第
三
十
八
条
関
係
） 



四 

不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
三
十
四
号
）
第
十
一
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
差
止
請

求
に
係
る
訴
え
は
、
同
条
に
規
定
す
る
事
業
者
の
行
為
が
あ
っ
た
地
を
管
轄
す
る
裁
判
所
に
も
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
第
四
十
三
条
第
二
項
関
係
） 

五 

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。 

第
二 

消
費
者
契
約
法
の
一
部
改
正 

一 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
消
費
者
契
約
法
第
十
三
条
第
一
項
の
認
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
同
条
第
三
項
第
二
号
に
規

定
す
る
事
由
の
有
無
に
つ
い
て
、
公
正
取
引
委
員
会
及
び
経
済
産
業
大
臣
の
意
見
を
聴
く
も
の
と
す
る
こ
と
。 

（
第
十
五
条
第
二
項
関
係
） 

二 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
消
費
者
契
約
法
第
二
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
受
け
た
と
き
は
、
す
べ
て
の
適
格
消

費
者
団
体
並
び
に
内
閣
総
理
大
臣
、
公
正
取
引
委
員
会
及
び
経
済
産
業
大
臣
が
電
磁
的
方
法
を
利
用
し
て
同
一
の
情
報
を

閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
そ
の
他
の
所
定
の
方
法
に
よ
り
、
他
の
適
格
消
費
者
団
体
並
び
に
公
正
取
引

委
員
会
及
び
経
済
産
業
大
臣
に
当
該
報
告
の
日
時
及
び
概
要
等
を
伝
達
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

（
第
二
十
三
条
第
五
項
関
係
） 



三 

公
正
取
引
委
員
会
及
び
経
済
産
業
大
臣
は
、
適
格
消
費
者
団
体
に
つ
い
て
消
費
者
契
約
法
第
十
三
条
第
三
項
第
二
号
に

掲
げ
る
要
件
に
適
合
し
な
い
事
由
又
は
同
法
第
三
十
四
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
由
が
あ
る
と
疑
う
に
足
り
る
相

当
な
理
由
が
あ
る
た
め
、
内
閣
総
理
大
臣
が
当
該
適
格
消
費
者
団
体
に
対
し
て
適
当
な
措
置
を
と
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る

と
認
め
る
場
合
に
は
、
内
閣
総
理
大
臣
に
対
し
、
そ
の
旨
の
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

（
第
三
十
八
条
関
係
） 

四 

特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
五
十
八
条
の
四
か
ら
第
五
十
八
条
の
九
ま
で
の

規
定
に
よ
る
差
止
請
求
に
係
る
訴
え
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
当
該
差
止
請
求
に
係
る
相
手
方
で
あ
る
販
売
業
者

等
（
同
法
第
五
十
八
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
差
止
請
求
に
係
る
訴
え
に
あ
っ
て
は
、
勧
誘
者
）
の
行
為
が
あ
っ
た

地
を
管
轄
す
る
裁
判
所
に
も
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 

（
第
四
十
三
条
第
二
項
関
係
） 

五 

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。 

第
三 

不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
の
一
部
改
正 

 
 

 

適
格
消
費
者
団
体
は
、
事
業
者
が
、
不
特
定
か
つ
多
数
の
一
般
消
費
者
に
対
し
て
次
の
行
為
を
現
に
行
い
又
は
行
う
お

そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
事
業
者
に
対
し
、
当
該
行
為
の
停
止
若
し
く
は
予
防
又
は
当
該
行
為
が
次
に
規
定
す
る
表
示



を
し
た
も
の
で
あ
る
旨
の
周
知
そ
の
他
の
当
該
行
為
の
停
止
若
し
く
は
予
防
に
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
を
請
求
す
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

一 

商
品
又
は
役
務
の
品
質
、
規
格
そ
の
他
の
内
容
に
つ
い
て
、
実
際
の
も
の
又
は
当
該
事
業
者
と
競
争
関
係
に
あ
る
他
の 

事
業
者
に
係
る
も
の
よ
り
も
著
し
く
優
良
で
あ
る
と
誤
認
さ
れ
る
表
示
を
す
る
こ
と
。 

 

二 

商
品
又
は
役
務
の
価
格
そ
の
他
の
取
引
条
件
に
つ
い
て
、
実
際
の
も
の
又
は
当
該
事
業
者
と
競
争
関
係
に
あ
る
他
の
事 

業
者
に
係
る
も
の
よ
り
も
取
引
の
相
手
方
に
著
し
く
有
利
で
あ
る
と
誤
認
さ
れ
る
表
示
を
す
る
こ
と
。 

（
第
十
一
条
の
二
関
係
） 

第
四 

特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正 

 

一 

訪
問
販
売
に
係
る
差
止
請
求
権 

１ 

適
格
消
費
者
団
体
は
、
販
売
業
者
又
は
役
務
提
供
事
業
者
が
、
訪
問
販
売
に
関
し
、
不
特
定
か
つ
多
数
の
者
に
対
し

て
次
に
掲
げ
る
行
為
を
現
に
行
い
又
は
行
う
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
販
売
業
者
又
は
役
務
提
供
事
業
者
に
対
し

、
当
該
行
為
の
停
止
若
し
く
は
予
防
又
は
当
該
行
為
に
供
し
た
物
の
廃
棄
若
し
く
は
除
去
そ
の
他
の
当
該
行
為
の
停
止

若
し
く
は
予
防
に
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 



㈠ 

売
買
契
約
若
し
く
は
役
務
提
供
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
勧
誘
を
す
る
に
際
し
、
又
は
売
買
契
約
若
し
く
は
役
務
提

供
契
約
の
申
込
み
の
撤
回
若
し
く
は
解
除
を
妨
げ
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
き
、
不
実
の
こ
と
を
告
げ
る
行

為 ⑴ 

商
品
の
種
類
及
び
そ
の
性
能
若
し
く
は
品
質
又
は
権
利
若
し
く
は
役
務
の
種
類
及
び
こ
れ
ら
の
内
容 

⑵ 

特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項 

⑶ 

同
法
第
六
条
第
一
項
第
六
号
又
は
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項 

㈡ 

売
買
契
約
若
し
く
は
役
務
提
供
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
勧
誘
を
す
る
に
際
し
、
㈠
の
⑴
又
は
⑵
に
掲
げ
る
事
項
に

つ
き
、
故
意
に
事
実
を
告
げ
な
い
行
為 

㈢ 

売
買
契
約
若
し
く
は
役
務
提
供
契
約
を
締
結
さ
せ
、
又
は
売
買
契
約
若
し
く
は
役
務
提
供
契
約
の
申
込
み
の
撤
回

若
し
く
は
解
除
を
妨
げ
る
た
め
、
威
迫
し
て
困
惑
さ
せ
る
行
為 

２ 

適
格
消
費
者
団
体
は
、
販
売
業
者
又
は
役
務
提
供
事
業
者
が
、
売
買
契
約
又
は
役
務
提
供
契
約
を
締
結
す
る
に
際
し

、
不
特
定
か
つ
多
数
の
者
と
の
間
で
次
に
掲
げ
る
特
約
を
含
む
売
買
契
約
又
は
役
務
提
供
契
約
の
申
込
み
又
は
そ
の
承

諾
の
意
思
表
示
を
現
に
行
い
又
は
行
う
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
販
売
業
者
又
は
役
務
提
供
事
業
者
に
対
し
、
当



該
行
為
の
停
止
若
し
く
は
予
防
又
は
当
該
行
為
に
供
し
た
物
の
廃
棄
若
し
く
は
除
去
そ
の
他
の
当
該
行
為
の
停
止
若
し

く
は
予
防
に
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

㈠ 
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
第
九
条
第
八
項
（
同
法
第
九
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
特
約 

㈡ 

同
法
第
十
条
の
規
定
に
反
す
る
特
約 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
第
五
十
八
条
の
四
関
係
） 

二 

通
信
販
売
に
係
る
差
止
請
求
権 

適
格
消
費
者
団
体
は
、
販
売
業
者
又
は
役
務
提
供
事
業
者
が
、
通
信
販
売
を
す
る
場
合
の
商
品
若
し
く
は
指
定
権
利
の

販
売
条
件
又
は
役
務
の
提
供
条
件
に
つ
い
て
広
告
を
す
る
に
際
し
、
不
特
定
か
つ
多
数
の
者
に
対
し
て
当
該
商
品
の
性
能

、
当
該
権
利
若
し
く
は
当
該
役
務
の
内
容
又
は
当
該
商
品
若
し
く
は
当
該
権
利
の
売
買
契
約
の
申
込
み
の
撤
回
若
し
く
は

売
買
契
約
の
解
除
に
関
す
る
事
項
（
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
第
十
五
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
特
約
が

あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
内
容
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
、
著
し
く
事
実
に
相
違
す
る
表
示
を
し
、
又
は
実
際
の
も
の
よ
り
も

著
し
く
優
良
で
あ
り
、
若
し
く
は
有
利
で
あ
る
と
誤
認
さ
せ
る
よ
う
な
表
示
を
す
る
行
為
を
現
に
行
い
又
は
行
う
お
そ
れ

が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
販
売
業
者
又
は
役
務
提
供
事
業
者
に
対
し
、
当
該
行
為
の
停
止
若
し
く
は
予
防
又
は
当
該
行
為
に



供
し
た
物
の
廃
棄
若
し
く
は
除
去
そ
の
他
の
当
該
行
為
の
停
止
若
し
く
は
予
防
に
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
を
請
求
す
る

こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
第
五
十
八
条
の
五
関
係
） 

三 

電
話
勧
誘
販
売
に
係
る
差
止
請
求
権 

 

１ 

適
格
消
費
者
団
体
は
、
販
売
業
者
又
は
役
務
提
供
事
業
者
が
、
電
話
勧
誘
販
売
に
関
し
、
不
特
定
か
つ
多
数
の
者
に

対
し
て
次
に
掲
げ
る
行
為
を
現
に
行
い
又
は
行
う
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
販
売
業
者
又
は
役
務
提
供
事
業
者
に

対
し
、
当
該
行
為
の
停
止
若
し
く
は
予
防
又
は
当
該
行
為
に
供
し
た
物
の
廃
棄
若
し
く
は
除
去
そ
の
他
の
当
該
行
為
の

停
止
若
し
く
は
予
防
に
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

㈠ 

売
買
契
約
若
し
く
は
役
務
提
供
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
勧
誘
を
す
る
に
際
し
、
又
は
売
買
契
約
若
し
く
は
役
務
提

供
契
約
の
申
込
み
の
撤
回
若
し
く
は
解
除
を
妨
げ
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
き
、
不
実
の
こ
と
を
告
げ
る
行

為 ⑴ 

商
品
の
種
類
及
び
そ
の
性
能
若
し
く
は
品
質
又
は
権
利
若
し
く
は
役
務
の
種
類
及
び
こ
れ
ら
の
内
容 

 

⑵ 

特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
第
二
十
一
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項 

⑶ 
 

同
法
第
二
十
一
条
第
一
項
第
六
号
又
は
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項 

 



㈡ 

売
買
契
約
又
は
役
務
提
供
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
勧
誘
を
す
る
に
際
し
、
㈠
の
⑴
又
は
⑵
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
き

、
故
意
に
事
実
を
告
げ
な
い
行
為 

㈢ 
売
買
契
約
若
し
く
は
役
務
提
供
契
約
を
締
結
さ
せ
、
又
は
売
買
契
約
若
し
く
は
役
務
提
供
契
約
の
申
込
み
の
撤
回

若
し
く
は
解
除
を
妨
げ
る
た
め
、
威
迫
し
て
困
惑
さ
せ
る
行
為 

２ 

適
格
消
費
者
団
体
は
、
販
売
業
者
又
は
役
務
提
供
事
業
者
が
、
売
買
契
約
又
は
役
務
提
供
契
約
を
締
結
す
る
に
際
し

、
不
特
定
か
つ
多
数
の
者
と
の
間
で
次
に
掲
げ
る
特
約
を
含
む
売
買
契
約
又
は
役
務
提
供
契
約
の
申
込
み
又
は
そ
の
承

諾
の
意
思
表
示
を
現
に
行
い
又
は
行
う
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
販
売
業
者
又
は
役
務
提
供
事
業
者
に
対
し
、
当

該
行
為
の
停
止
若
し
く
は
予
防
又
は
当
該
行
為
に
供
し
た
物
の
廃
棄
若
し
く
は
除
去
そ
の
他
の
当
該
行
為
の
停
止
若
し

く
は
予
防
に
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

㈠ 

特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
第
二
十
四
条
第
八
項
に
規
定
す
る
特
約 

㈡ 

同
法
第
二
十
五
条
の
規
定
に
反
す
る
特
約 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
第
五
十
八
条
の
六
関
係
） 

四 

連
鎖
販
売
取
引
に
係
る
差
止
請
求
権 

１ 

適
格
消
費
者
団
体
は
、
統
括
者
、
勧
誘
者
又
は
一
般
連
鎖
販
売
業
者
が
、
不
特
定
か
つ
多
数
の
者
に
対
し
て
次
に
掲



げ
る
行
為
を
現
に
行
い
又
は
行
う
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
統
括
者
、
勧
誘
者
又
は
一
般
連
鎖
販
売
業

者
に
対
し
、
当
該
行
為
の
停
止
若
し
く
は
予
防
又
は
当
該
行
為
に
供
し
た
物
の
廃
棄
若
し
く
は
除
去
そ
の
他
の
当
該
行

為
の
停
止
若
し
く
は
予
防
に
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

㈠ 

統
括
者
又
は
勧
誘
者
が
、
そ
の
統
括
者
の
統
括
す
る
一
連
の
連
鎖
販
売
業
に
係
る
連
鎖
販
売
取
引
に
つ
い
て
の
契

約
（
そ
の
連
鎖
販
売
業
に
係
る
商
品
の
販
売
若
し
く
は
そ
の
あ
つ
せ
ん
又
は
役
務
の
提
供
若
し
く
は
そ
の
あ
つ
せ
ん

を
店
舗
等
に
よ
ら
な
い
で
行
う
個
人
と
の
契
約
に
限
る
。
以
下
１
及
び
３
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
締
結
に
つ
い
て
勧

誘
を
す
る
に
際
し
、
又
は
そ
の
連
鎖
販
売
業
に
係
る
連
鎖
販
売
取
引
に
つ
い
て
の
契
約
の
解
除
を
妨
げ
る
た
め
、
次

に
掲
げ
る
事
項
に
つ
き
、
故
意
に
事
実
を
告
げ
ず
、
又
は
不
実
の
こ
と
を
告
げ
る
行
為 

⑴ 

商
品
（
施
設
を
利
用
し
及
び
役
務
の
提
供
を
受
け
る
権
利
を
除
く
。
㈣
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
種
類
及
び
そ
の

性
能
若
し
く
は
品
質
又
は
施
設
を
利
用
し
若
し
く
は
役
務
の
提
供
を
受
け
る
権
利
若
し
く
は
役
務
の
種
類
及
び
こ

れ
ら
の
内
容 

⑵ 

特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
第
三
十
四
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項 

㈡ 

一
般
連
鎖
販
売
業
者
が
、
そ
の
統
括
者
の
統
括
す
る
一
連
の
連
鎖
販
売
業
に
係
る
連
鎖
販
売
取
引
に
つ
い
て
の
契



約
の
締
結
に
つ
い
て
勧
誘
を
す
る
に
際
し
、
又
は
そ
の
連
鎖
販
売
業
に
係
る
連
鎖
販
売
取
引
に
つ
い
て
の
契
約
の
解

除
を
妨
げ
る
た
め
、
㈠
の
⑴
又
は
⑵
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
き
、
不
実
の
こ
と
を
告
げ
る
行
為 

㈢ 
統
括
者
、
勧
誘
者
又
は
一
般
連
鎖
販
売
業
者
が
、
そ
の
統
括
者
の
統
括
す
る
一
連
の
連
鎖
販
売
業
に
係
る
連
鎖
販

売
取
引
に
つ
い
て
の
契
約
を
締
結
さ
せ
、
又
は
そ
の
連
鎖
販
売
業
に
係
る
連
鎖
販
売
取
引
に
つ
い
て
の
契
約
の
解
除

を
妨
げ
る
た
め
、
威
迫
し
て
困
惑
さ
せ
る
行
為 

㈣ 

統
括
者
、
勧
誘
者
又
は
一
般
連
鎖
販
売
業
者
が
、
そ
の
統
括
者
の
統
括
す
る
一
連
の
連
鎖
販
売
業
に
係
る
連
鎖
販

売
取
引
に
つ
い
て
広
告
を
す
る
に
際
し
、
そ
の
連
鎖
販
売
業
に
係
る
商
品
の
性
能
若
し
く
は
品
質
又
は
施
設
を
利
用

し
若
し
く
は
役
務
の
提
供
を
受
け
る
権
利
若
し
く
は
役
務
の
内
容
、
当
該
連
鎖
販
売
取
引
に
伴
う
特
定
負
担
、
当
該

連
鎖
販
売
業
に
係
る
特
定
利
益
に
つ
い
て
、
著
し
く
事
実
に
相
違
す
る
表
示
を
し
、
又
は
実
際
の
も
の
よ
り
も
著
し

く
優
良
で
あ
り
、
若
し
く
は
有
利
で
あ
る
と
誤
認
さ
せ
る
よ
う
な
表
示
を
す
る
行
為 

㈤ 

統
括
者
、
勧
誘
者
又
は
一
般
連
鎖
販
売
業
者
が
、
そ
の
統
括
者
の
統
括
す
る
一
連
の
連
鎖
販
売
業
に
係
る
連
鎖
販

売
取
引
に
つ
き
利
益
を
生
ず
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
と
誤
解
さ
せ
る
べ
き
断
定
的
判
断
を
提
供
し
て
そ
の
連
鎖
販
売

業
に
係
る
連
鎖
販
売
取
引
に
つ
い
て
の
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
勧
誘
を
す
る
行
為 



２ 

適
格
消
費
者
団
体
は
、
勧
誘
者
が
、
不
特
定
か
つ
多
数
の
者
に
対
し
て
１
の
㈠
又
は
㈢
か
ら
㈤
ま
で
に
掲
げ
る
行
為

を
現
に
行
い
又
は
行
う
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
統
括
者
に
対
し
、
当
該
行
為
の
停
止
若
し
く
は
予
防
又
は
当
該

行
為
に
供
し
た
物
の
廃
棄
若
し
く
は
除
去
そ
の
他
の
当
該
行
為
の
停
止
若
し
く
は
予
防
に
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
を

請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

３ 

適
格
消
費
者
団
体
は
、
統
括
者
、
勧
誘
者
又
は
一
般
連
鎖
販
売
業
者
が
、
そ
の
連
鎖
販
売
業
に
係
る
連
鎖
販
売
取
引

に
つ
い
て
の
契
約
を
締
結
す
る
に
際
し
、
不
特
定
か
つ
多
数
の
者
と
の
間
で
、
次
に
掲
げ
る
特
約
を
含
む
連
鎖
販
売
業

に
係
る
連
鎖
販
売
取
引
に
つ
い
て
の
契
約
の
申
込
み
又
は
そ
の
承
諾
の
意
思
表
示
を
現
に
行
い
又
は
行
う
お
そ
れ
が
あ

る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
統
括
者
、
勧
誘
者
又
は
一
般
連
鎖
販
売
業
者
に
対
し
、
当
該
行
為
の
停
止
若
し
く
は
予
防

又
は
当
該
行
為
に
供
し
た
物
の
廃
棄
若
し
く
は
除
去
そ
の
他
の
当
該
行
為
の
停
止
若
し
く
は
予
防
に
必
要
な
措
置
を
と

る
こ
と
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

㈠ 

特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
第
四
十
条
第
四
項
に
規
定
す
る
特
約 

㈡ 

同
法
第
四
十
条
の
二
第
六
項
に
規
定
す
る
特
約 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
第
五
十
八
条
の
七
関
係
） 

五 

特
定
継
続
的
役
務
提
供
に
係
る
差
止
請
求
権 



１ 

適
格
消
費
者
団
体
は
、
役
務
提
供
事
業
者
又
は
販
売
業
者
が
、
不
特
定
か
つ
多
数
の
者
に
対
し
て
次
に
掲
げ
る
行
為

を
現
に
行
い
又
は
行
う
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
役
務
提
供
事
業
者
又
は
販
売
業
者
に
対
し
、
当
該
行
為
の
停
止

若
し
く
は
予
防
又
は
当
該
行
為
に
供
し
た
物
の
廃
棄
若
し
く
は
除
去
そ
の
他
の
当
該
行
為
の
停
止
若
し
く
は
予
防
に
必

要
な
措
置
を
と
る
こ
と
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

㈠ 

特
定
継
続
的
役
務
提
供
を
す
る
場
合
の
特
定
継
続
的
役
務
の
提
供
条
件
又
は
特
定
継
続
的
役
務
の
提
供
を
受
け
る

権
利
の
販
売
条
件
に
つ
い
て
広
告
を
す
る
に
際
し
、
当
該
特
定
継
続
的
役
務
の
内
容
又
は
効
果
に
つ
い
て
、
著
し
く

事
実
に
相
違
す
る
表
示
を
し
、
又
は
実
際
の
も
の
よ
り
も
著
し
く
優
良
で
あ
り
、
若
し
く
は
有
利
で
あ
る
と
誤
認
さ

せ
る
よ
う
な
表
示
を
す
る
行
為 

㈡ 

特
定
継
続
的
役
務
提
供
等
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
勧
誘
を
す
る
に
際
し
、
又
は
特
定
継
続
的
役
務
提
供
等
契
約
の

解
除
を
妨
げ
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
き
、
不
実
の
こ
と
を
告
げ
る
行
為 

⑴ 

役
務
又
は
役
務
の
提
供
を
受
け
る
権
利
の
種
類
及
び
こ
れ
ら
の
内
容
又
は
効
果
（
権
利
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、

当
該
権
利
に
係
る
役
務
の
効
果
） 

⑵ 

役
務
の
提
供
又
は
権
利
の
行
使
に
よ
る
役
務
の
適
用
に
際
し
当
該
役
務
の
提
供
を
受
け
る
者
又
は
当
該
権
利
の



購
入
者
が
購
入
す
る
必
要
の
あ
る
商
品
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
商
品
の
種
類
及
び
そ
の
性
能
又
は
品
質 

⑶ 

特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
第
四
十
四
条
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項 

⑷ 
同
法
第
四
十
四
条
第
一
項
第
七
号
又
は
第
八
号
に
掲
げ
る
事
項 

㈢ 

特
定
継
続
的
役
務
提
供
等
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
勧
誘
を
す
る
に
際
し
、
㈡
の
⑴
か
ら
⑶
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に

つ
き
、
故
意
に
事
実
を
告
げ
な
い
行
為 

㈣ 

特
定
継
続
的
役
務
提
供
等
契
約
を
締
結
さ
せ
、
又
は
特
定
継
続
的
役
務
提
供
等
契
約
の
解
除
を
妨
げ
る
た
め
、
威

迫
し
て
困
惑
さ
せ
る
行
為 

２ 

適
格
消
費
者
団
体
は
、
役
務
提
供
事
業
者
、
販
売
業
者
又
は
関
連
商
品
の
販
売
を
行
う
者
が
、
特
定
継
続
的
役
務
提 

 

供
等
契
約
又
は
関
連
商
品
販
売
契
約
を
締
結
す
る
に
際
し
、
不
特
定
か
つ
多
数
の
者
と
の
間
で
次
に
掲
げ
る
特
約
を
含

む
特
定
継
続
的
役
務
提
供
等
契
約
の
申
込
み
又
は
そ
の
承
諾
の
意
思
表
示
を
現
に
行
い
又
は
行
う
お
そ
れ
が
あ
る
と
き

は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
役
務
提
供
事
業
者
、
販
売
業
者
又
は
関
連
商
品
の
販
売
を
行
う
者
に
対
し
、
当
該
行
為
の
停
止
若

し
く
は
予
防
又
は
当
該
行
為
に
供
し
た
物
の
廃
棄
若
し
く
は
除
去
そ
の
他
の
当
該
行
為
の
停
止
若
し
く
は
予
防
に
必
要

な
措
置
を
と
る
こ
と
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 



㈠ 

特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
第
四
十
八
条
第
八
項
に
規
定
す
る
特
約 

㈡ 

同
法
第
四
十
九
条
第
七
項
（
同
法
第
四
十
九
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る

特
約 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
第
五
十
八
条
の
八
関
係
） 

 

六 

業
務
提
供
誘
引
販
売
取
引
に
係
る
差
止
請
求
権 

１ 

適
格
消
費
者
団
体
は
、
業
務
提
供
誘
引
販
売
業
を
行
う
者
が
、
不
特
定
か
つ
多
数
の
者
に
対
し
て
次
に
掲
げ
る
行
為

を
現
に
行
い
又
は
行
う
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
業
務
提
供
誘
引
販
売
業
を
行
う
者
に
対
し
、
当
該
行
為
の
停
止

若
し
く
は
予
防
又
は
当
該
行
為
に
供
し
た
物
の
廃
棄
若
し
く
は
除
去
そ
の
他
の
当
該
行
為
の
停
止
若
し
く
は
予
防
に
必

要
な
措
置
を
と
る
こ
と
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

㈠ 

業
務
提
供
誘
引
販
売
業
に
係
る
業
務
提
供
誘
引
販
売
取
引
に
つ
い
て
の
契
約
（
そ
の
業
務
提
供
誘
引
販
売
業
に
関

し
て
提
供
さ
れ
、
又
は
あ
つ
せ
ん
さ
れ
る
業
務
を
事
業
所
等
に
よ
ら
な
い
で
行
う
個
人
と
の
契
約
に
限
る
。
六
に
お

い
て
同
じ
。
）
の
締
結
に
つ
い
て
勧
誘
を
す
る
に
際
し
、
又
は
そ
の
業
務
提
供
誘
引
販
売
業
に
係
る
業
務
提
供
誘
引

販
売
取
引
に
つ
い
て
の
契
約
の
解
除
を
妨
げ
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
き
、
故
意
に
事
実
を
告
げ
ず
、
又
は

不
実
の
こ
と
を
告
げ
る
行
為 



⑴ 

商
品
（
施
設
を
利
用
し
及
び
役
務
の
提
供
を
受
け
る
権
利
を
除
く
。
）
の
種
類
及
び
そ
の
性
能
若
し
く
は
品
質

又
は
施
設
を
利
用
し
若
し
く
は
役
務
の
提
供
を
受
け
る
権
利
若
し
く
は
役
務
の
種
類
及
び
こ
れ
ら
の
内
容 

⑵ 
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
第
五
十
二
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項 

㈡ 

業
務
提
供
誘
引
販
売
業
に
係
る
業
務
提
供
誘
引
販
売
取
引
に
つ
い
て
の
契
約
を
締
結
さ
せ
、
又
は
そ
の
業
務
提
供

誘
引
販
売
業
に
係
る
業
務
提
供
誘
引
販
売
取
引
に
つ
い
て
の
契
約
の
解
除
を
妨
げ
る
た
め
、
威
迫
し
て
困
惑
さ
せ
る

行
為 

㈢ 

業
務
提
供
誘
引
販
売
業
に
係
る
業
務
提
供
誘
引
販
売
取
引
に
つ
い
て
広
告
を
す
る
に
際
し
、
当
該
業
務
提
供
誘
引

販
売
取
引
に
伴
う
特
定
負
担
又
は
当
該
業
務
提
供
誘
引
販
売
業
に
係
る
業
務
提
供
利
益
に
つ
い
て
、
著
し
く
事
実
に

相
違
す
る
表
示
を
し
、
又
は
実
際
の
も
の
よ
り
も
著
し
く
優
良
で
あ
り
、
若
し
く
は
有
利
で
あ
る
と
誤
認
さ
せ
る
よ

う
な
表
示
を
す
る
行
為 

㈣ 

業
務
提
供
誘
引
販
売
業
に
係
る
業
務
提
供
誘
引
販
売
取
引
に
つ
き
利
益
を
生
ず
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
と
誤
解
さ

せ
る
べ
き
断
定
的
判
断
を
提
供
し
て
そ
の
業
務
提
供
誘
引
販
売
業
に
係
る
業
務
提
供
誘
引
販
売
取
引
に
つ
い
て
の
契

約
の
締
結
に
つ
い
て
勧
誘
を
す
る
行
為 



２ 

適
格
消
費
者
団
体
は
、
業
務
提
供
誘
引
販
売
業
を
行
う
者
が
、
業
務
提
供
誘
引
販
売
業
に
係
る
業
務
提
供
誘
引
販
売

取
引
に
つ
い
て
の
契
約
を
締
結
す
る
に
際
し
、
不
特
定
か
つ
多
数
の
者
と
の
間
で
次
に
掲
げ
る
特
約
を
含
む
業
務
提
供

誘
引
販
売
業
に
係
る
業
務
提
供
誘
引
販
売
取
引
に
つ
い
て
の
契
約
の
申
込
み
又
は
そ
の
承
諾
の
意
思
表
示
を
現
に
行
い

又
は
行
う
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
業
務
提
供
誘
引
販
売
業
を
行
う
者
に
対
し
、
当
該
行
為
の
停
止
若
し
く
は
予

防
又
は
当
該
行
為
に
供
し
た
物
の
廃
棄
若
し
く
は
除
去
そ
の
他
の
当
該
行
為
の
停
止
若
し
く
は
予
防
に
必
要
な
措
置
を

と
る
こ
と
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

㈠ 

特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
第
五
十
八
条
第
四
項
に
規
定
す
る
特
約 

㈡ 

同
法
第
五
十
八
条
の
三
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
反
す
る
特
約 

 
 

 
 

 

（
第
五
十
八
条
の
九
関
係
） 

 

七 

適
用
除
外 

 

次
に
掲
げ
る
規
定
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
準
用
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

１ 

特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
第
二
十
六
条
第
一
項 
同
法
第
五
十
八
条
の
四
か
ら
第
五
十
八
条
の
六
ま
で 

２ 

同
法
第
二
十
六
条
第
五
項 

同
法
第
五
十
八
条
の
四 

３ 

同
法
第
二
十
六
条
第
六
項 

同
法
第
五
十
八
条
の
六 



４ 

同
法
第
二
十
六
条
第
七
項 

同
法
第
五
十
八
条
の
四
第
二
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
五
十
八
条

の
六
第
二
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
） 

５ 

同
法
第
四
十
条
の
二
第
七
項 

同
法
第
五
十
八
条
の
七
第
三
項
（
第
二
号
に
掲
げ
る
特
約
の
う
ち
同
法
第
四
十
条
の

二
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
反
す
る
も
の
に
係
る
部
分
に
限
る
。
） 

６ 

同
法
第
五
十
条
第
一
項 

同
法
第
五
十
八
条
の
八 

７ 

同
法
第
五
十
条
第
二
項 

同
法
第
五
十
八
条
の
八
第
二
項
（
第
二
号
に
掲
げ
る
特
約
の
う
ち
同
法
第
四
十
九
条
第
二

項
、
第
四
項
及
び
第
六
項
（
同
法
第
四
十
九
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
反
す
る

も
の
に
係
る
部
分
に
限
る
。
） 

８ 

同
法
第
五
十
八
条
の
三
第
三
項 

同
法
第
五
十
八
条
の
九
第
二
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
） 

（
第
五
十
八
条
の
十
関
係
） 

八 

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

第
五 

附
則 

一 

施
行
期
日 



 
 

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
二
及
び
第
四
の
規
定
は
、

特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
及
び
割
賦
販
売
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第 

 
 

号
）
の
施
行
の

日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
附
則
第
一
項
関
係
） 

 

二 

経
過
措
置 

第
一
又
は
第
二
の
規
定
の
施
行
前
に
さ
れ
た
消
費
者
契
約
法
第
十
三
条
第
一
項
の
認
定
の
申
請
並
び
に
同
法
第
十
九
条

第
三
項
及
び
第
二
十
条
第
三
項
の
認
可
の
申
請
に
係
る
認
定
及
び
認
可
に
関
す
る
手
続
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
第
一
又

は
第
二
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
同
法
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

（
附
則
第
二
項
関
係
） 

三 

罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置 

第
一
又
は
第
二
の
規
定
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
第
一
又
は
第
二
の
規

定
に
よ
る
改
正
後
の
消
費
者
契
約
法
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

（
附
則
第
三
項
関
係
） 


